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選
挙
管
理
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員
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示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
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一

衆
議
院
小
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挙
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出
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す
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支
出
金
額
の
制
限
額
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二

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
長
告
示

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
の
選
挙
立
会
人
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
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を
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え
る
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き
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じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
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二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
の
選
挙
立
会
人
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を

超
え
る
と
き
等
の
く
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を
行
う
場
所
及
び
日
時
…
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二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
の
選
挙
立
会
人
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を

超
え
る
と
き
等
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
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…
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
の
選
挙
立
会
人
が
定
ま
っ
た
後
同
一
の
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
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す
る
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補
者
の
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出
に
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く
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…
…
…
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二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
の
選
挙
立
会
人
が
定
ま
っ
た
後
同
一
の
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行

う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
の
選
挙
立
会
人
が
定
ま
っ
た
後
同
一
の
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行

う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
分
会
長
告
示

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た

者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
千
　
　
　
野
　
　
　
博
　
　
　
之
　

一
　
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

　
一
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
、
四
〇
二
人

二
　
地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

　
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

　
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

　
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

　
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

　
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
、
〇
一
〇
人

三
　
地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

　
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

　
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

　
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

　
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

　
し
て
得
た
数
）

（
選
管
委
告
示
）



令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外

二

大
　
　
分
　
　
市
　
　
　
　
　
一
三
一
、
二
五
一
人

別
　
　
府
　
　
市
　
　
　
　
　
　
三
〇
、
七
五
一
人

中
　
　
津
　
　
市
　
　
　
　
　
　
二
二
、
〇
八
三
人

日
　
　
田
　
　
市
　
　
　
　
　
　
一
六
、
八
一
二
人

佐
　
　
伯
　
　
市
　
　
　
　
　
　
一
八
、
三
五
六
人

臼
　
　
杵
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
九
、
九
一
八
人

津
　
久
　
見
　
市
　
　
　
　
　
　
　
四
、
三
九
四
人

竹
　
　
田
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
五
、
四
〇
八
人

豊
後
高
田
市
　
　
　
　
　
　
　
五
、
八
七
一
人

杵
　
　
築
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
七
、
四
六
六
人

宇
　
　
佐
　
　
市
　
　
　
　
　
　
一
四
、
三
九
三
人

豊
後
大
野
市
　
　
　
　
　
　
　
九
、
一
二
七
人

由
　
　
布
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
九
、
二
二
九
人

国
東
市
・
姫
島
村
　
　
　
　
　
　
　
七
、
六
九
六
人

日
　
　
出
　
　
町
　
　
　
　
　
　
　
七
、
七
一
五
人

九
重
町
・
玖
珠
町
　
　
　
　
　
　
　
六
、
二
二
六
人

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
第
一
区
、
大
分
県
第
二

区
及
び
大
分
県
第
三
区
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
千
　
　
　
野
　
　
　
博
　
　
　
之

　
大
分
県
第
一
区
　
　
二
四
、
八
五
七
、
七
〇
〇
円

　
大
分
県
第
二
区
　
　
二
二
、
八
二
四
、
七
〇
〇
円

　
大
分
県
第
三
区
　
　
二
三
、
四
一
八
、
九
〇
〇
円

○
選
挙
長
告
示

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と

し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
、
又
は
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者

の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
あ
る
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
選
挙
長
　
　
山
　
　
　
本
　
　
　
章
　
　
　
子
　

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
六
日
十
時

　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と

し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
、
又
は
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者

の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
あ
る
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
選
挙
長
　
　
角
　
　
　
山
　
　
　
光
　
　
　
邦
　

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
六
日
十
時
十
五
分

　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と

し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
、
又
は
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者

の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
あ
る
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
選
挙
長
　
　
川
　
　
　
田
　
　
　
菜
　
穂
　
子
　

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　
　
大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
六
日
十
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　
　

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
が

定
ま
っ
た
後
、
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以

上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
一
区
選
挙
長
　
　
山
　
　
　
本
　
　
　
章
　
　
　
子

（
選
管
委
告
示
・
選
挙
長
告
示
）



令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

大
分
県
報
号
外

三

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
十
日
十
時

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
が

定
ま
っ
た
後
、
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以

上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
二
区
選
挙
長
　
　
角
　
　
　
山
　
　
　
光
　
　
　
邦

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
十
日
十
時
十
五
分

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
が

定
ま
っ
た
後
、
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以

上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
第
三
区
選
挙
長
　
　
川
　
　
　
田
　
　
　
菜
　
穂
　
子

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
十
日
十
時
三
十
分

○
選
挙
分
会
長
告
示

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
選
挙
分
会
長
告
示
第
一
号

　
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
大
分
県
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会

人
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
大
分
県
選
挙
分
会
長
　
　
千
　
　
　
野
　
　
　
博
　
　
　
之

一
　
場
所
　
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
本
館
五
階
　
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

二
　
日
時
　
令
和
八
年
二
月
六
日
十
時
四
十
五
分

（
選
挙
長
告
示
・
選
挙
分
会
長
告
示
）


